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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成21年1月8日(2009.1.8)

【公表番号】特表2008-524024(P2008-524024A)
【公表日】平成20年7月10日(2008.7.10)
【年通号数】公開・登録公報2008-027
【出願番号】特願2007-546673(P2007-546673)
【国際特許分類】
   Ｂ４３Ｍ  11/06     (2006.01)
   Ａ４５Ｄ  40/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ４３Ｍ  11/06    　　　　
   Ａ４５Ｄ  40/00    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成20年11月7日(2008.11.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の部分、端部に位置する第２の部分、および前記第１の部分と前記第２の部分との
間に位置する中間部を含む非食品と、
　前記非食品の前記第１の部分に取り付けられた装飾品と、
　前記非食品の前記第２の部分に取り付けられた装飾基部と、
を備える装飾具。
【請求項２】
　前記装飾品および前記装飾基部の少なくとも１つが、前記非食品の前記中間部まで延在
しない、請求項１に記載の装飾具。
【請求項３】
　前記装飾品および前記装飾基部の少なくとも１つが、前記非食品の前記中間部に接触し
ない、請求項１に記載の装飾具。
【請求項４】
　前記非食品が、前記装飾具を通って延在する中心線を有し、前記中心線に対して垂直に
測定された前記装飾具の最長寸法は、前記中心線に対して垂直に測定された前記装飾基部
の最長寸法に対して約２：１未満の比率である、請求項１に記載の装飾具。
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